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衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
警
視
庁
が
作
成
し
た
国
際
テ
ロ
の
捜
査
情
報
が
流
出
し
た
件
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
警
視
庁
が
作
成
し
た
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際
テ
ロ
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捜
査
情
報
が
流
出
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た
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関
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る
質
問
に
対
す
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答
弁
書

一
、
二
、
四
及
び
五
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
十
月
に
警
察
に
お
い
て
認
知
し
た
、
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
に
係
る
デ
ー
タ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
掲

出
さ
れ
た
事
案
（
以
下
「
本
件
事
案
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
掲
出
さ
れ
た
百
十
四
件
の
デ
ー
タ
（
以

下
「
本
件
デ
ー
タ
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
捜
査
及
び
調
査
の
結
果
、
警
察
職
員
が
取
り
扱
っ
た
蓋
然
性
が

高
い
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
が
、
本
件
デ
ー
タ
と
フ
ァ
イ
ル
形
式
等
が
同
一
で
あ
る
警
察
が
保
有
す
る
デ
ー

タ
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

本
件
事
案
に
お
い
て
本
件
デ
ー
タ
と
フ
ァ
イ
ル
形
式
等
が
同
一
で
あ
る
警
察
が
保
有
す
る
デ
ー
タ
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
を

前
提
と
す
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

三
に
つ
い
て

本
件
事
案
に
つ
い
て
は
、
偽
計
業
務
妨
害
罪
の
公
訴
時
効
の
期
間
は
経
過
し
た
も
の
の
、
時
効
の
停
止
事
由
が
存
す
る
可

能
性
も
否
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
警
察
に
お
い
て
今
後
も
必
要
な
捜
査
を
継
続
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。


